
  

新年あけまして 

おめでとうございます 
 

 

旧年中は商工会活動にご協力いただきまして誠に有難うございました。 

昨年は元日よりとても衝撃的な出来事から始まりました。能登半島沖地震に遭われた

関係者の方々に御見舞い申し上げます。 

さて我々の取り巻く環境は自然災害に限らず、経済環境も日々様々なことが起きる中

で経済活動をしています。そんな中で２０２５年がスタートいたしました。皆様におか

れましては、ご家族と共に穏やかなお正月を迎えられたことと思います。希望をもって

素晴らしい１年となることを信じています。 

昨年の５月総会にて会長に就任して以来、様々な経験をさせていただいております。

岐阜県商工会連合会をはじめ、特に他町村会長のお話を聞く機会が大変多くなりまし

た。各々の商工会での課題を拝聴させていただくことで、今後の自単会での活動に参考

になるお話もたくさんありました。引き続きベンチマークを行いながら、七宗町商工会

に少しでもプラスになることであれば、理事の皆さん、職員の皆さんと共に取り組み、

より良くしていく所存でございます。 

引き続き「令和６年度事業計画書」に基づき、依然厳しい経済環境の中で、「経営支

援を通じて事業者の未来に貢献する」の理念を常に日々意識しながら七宗町商工会員の

ために、ひいては地域の活性化のために微力ながら頑張ってまいります。引き続き宜し

くお願い申し上げます。 
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《昨年の確定申告より》 

事業主・・・商工会にて確定申告いたします。 

専従者及びその他のご家族・・・基本的には、七宗町役場、もしくは各自でマイナポータブルによる

電子申告をお願いします。 

 

商工会だより 第２６５号 ② 
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★年末調整（源泉所得税の納付）支援 

商工会:随時（事前に電話予約をお願いします） 

神渕分室:１月７日（火）、９日（木） 午前９時～午後４時 
 
＊事前の準備（源泉徴収簿の記入・集計等）を必ずお願いします。 

納期特例の対象事業所は２０日迄ですが極力１０日迄にご提出ください。 
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★「決算」「確定申告」     

商工会：月・水・金 

神渕分室：火・木曜日（２/１８(火)は休み）  

（２/１３(木)・２０(木)・２５（火）は 

神渕支所２階（大会議室）で行います） 

■１年分の記帳データを入力できた方は、別添の「確定申告の時にお持

ちいただくもの」に記載されている必要書類と記帳データを一緒にご

持参ください。書類がそろった方から順次受付けます。 

■書類一式を商工会にてお預かりし、処理が済み次第ご連絡させていた

だきますので、内容の確認をお願いいたします。 

 

 

★税理士による「税務個別相談」 
 

・と き  令和７年２月１９日(水)､               

３月５日(水)、１３日(木)        

            午後１時３０分～午後４時３０分 
           

・ところ  七宗町商工会（ＪＡ上麻生営業所２階） 

・講 師  大矢 啓資 税理士 
 

＊ご相談をご希望の方は、商工会まで事前に電話予約をお願いします。 

                               ☎４８－２０８０ 

   

この事業は県の補助金を受けています 

 

 

 



 

 

 

商工会だより 第２６５号 ③ 

 

 

 
 商工会の運営及び事業の推進に貢献され、地域の振興発展に寄与されたとして 

理事３名の方が役員功労者表彰を、七宗町商工会女性部が優良女性部表彰を受賞され

ました。おめでとうございます。 

 今後とも、商工会事業にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

                   

    

 

 

 

 

 

 

全国商工会連合会より表彰されました 

 

会長  福井 寿典 さん 副会長 大岩 弘幸 さん 

前理事 加納  誠 さん 七宗町商工会女性部 

 

 

 

職員退職のお知らせ 

【パート】長谷川 春美 
■令和６年８月３１日 退職 

 

 
 

【パート】中嶋 伸吾 
■令和６年１１月２１日 退職 

 

 
 

今まで大変お世話になりました。 

会員事業者様のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

 



 

 

１月３１日（金）に、記帳機械化手数料(後期分)を口座振替にて 

引き落としさせていただきます。対象の事業所様には、引き落とし金額 

を記載したおしらせを同封いたしますのでご確認ください。 

お手数ですが、口座振替日の前日までに指定口座へ入金をお願いいたします。 
 

               

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

★青年部活動報告★ 
   

商工会だより 第２６５号④ 

 

 

 

 

商工会では、電子帳簿保管の推進及び e-TAX（電子申告）の普及に伴い、 

パソコンを使用した記帳指導を実施しております。以下の２種類です。 
 

① 会員様の手書き帳簿をもとに、商工会でパソコンの入力を代行し記帳指導を 

実施する。 

手数料：2,500円～5,500円/月 ＊仕訳帳簿の枚数による 

（月次処理 1月から１２月＋決算処理１か月分＝１３か月分/年） 

② 会員様自身が商工会指定の会計ソフトを使用して帳簿入力を 

行い、そのデータをもとに定期的に記帳指導を実施する。 
手数料：24,000円/年 （指定会計ソフト代込み） 

＊手数料は９月までに２回以上正規の状態の記帳データを提出された場合、6,000円割引されます。 
 
 

★★現在、記帳指導を受けられている方は、１２月までの帳簿または記帳データを

１月末までに必ずご提出くださいますようお願いいたします。ご提出が遅れます

と、内容の確認ができないまま確定申告することとなり、不利益となる場合がご

ざいます。 
 

 

 

商工会で記帳指導を受けませんか？ 

◆記帳機械化手数料(後期分)の口座振替について◆ 

 

 

 

 

★11/９（土）『さわやかウォーキング』  レッキー広場でみた 

らし団子の販売を行いました。 

 

   ★11/１１（月）『上麻生小学校なかよしフェスティバル』 

青年部が手作りしたコーンホールで児童たちと交流しま 

した。 

 

   ★11/１９（日）『七宗町社協ふくしまつり』  サンホーム七宗 

    で、焼きそばの販売を行いました。 

 

    

 

 


